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○王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例  

令和８年３月１７日 

条例第３号  

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２６０条の４９第２項の規定に基づき、同項に規定す

る指定地域共同活動団体として、王寺町まちづくり基本条例（令和

２年１２月王寺町条例第３５号）第１４条第１項に規定するまちづ

くり協議会（以下「まちづくり協議会」という。）を指定するため、

法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（指定の要件） 

第２条 法第２６０条の４９第２項第１号の条例で定める活動は、次

に掲げる地域の活動（以下「まちづくり活動」という。）とする。  

(1) 防災に関する活動 

(2) 教育・文化に関する活動  

(3) 健康・福祉に関する活動  

(4) 交通安全・防犯に関する活動  

(5) 環境美化に関する活動  

(6) 地域の特性を生かした活性化につながる活動  

(7) 地域の課題を解決するための活動  

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動  

２ 法第２６０条の４９第２項第２号の条例で定める要件は、次に掲

げる要件とする。  

(1) 団体の運営に関する主な事項を団体の構成員の意思に基づき

決定すること。  

(2) 代表者その他の役員を団体の構成員の意思に基づき選任する

こと。 

(3) 予算及び決算に係る資料の公表並びに決算に係る監査を行い、

経費の使途の透明性を確保すること。 

(4) 活動の計画及び実施の状況を公表すること。  

(5) 前各号の規定による適正な運営を確保するための方法が規約

その他これらに準ずるもの（以下「規約等」という。）に定めら

れていること。  

３ 法第２６０条の４９第２項第４号の条例で定める要件は、次に掲

げる要件とする。  

(1) 活動を行う区域は、規則で定めるものとし、その区域が他の協
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議会又は準備会の区域と重複しないこと。ただし、町長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。  

(2) 王寺町まちづくり基本条例第１４条第１項に規定する、自治会

を主たる構成員とし、かつ、住民活動団体、NPO法人、事業者等の

多様な主体で構成された団体となっていること。ただし、町長が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

(3) 特定の団体の構成員が役員の半数以上を占めていないこと。た

だし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

(4) まちづくりに関する計画を定めていること。  

(5) 前号の計画に、第１項第１号に掲げる活動及び第２号から第７

号に掲げる活動のうち２以上の活動を行うことが定められている

こと。 

(6) 協働のまちづくりを持続的に実践しようとしていると認めら

れる者で構成する団体であること。  

(7) 次に掲げる活動を行わないこと。  

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成す

ることを目的とする活動  

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを

目的とする活動  

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

条に規定する公職をいう。以下このウにおいて同じ。）の候補

者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にあ

る者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを

目的とする活動  

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下このエにおいて同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団

体の構成員を含む。以下このエにおいて同じ。）若しくは暴力

団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下

にある団体の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、活動

を助長し、又は利することとなると認められる活動  

オ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる

活動 

（まちづくり協議会に対する支援）  

第３条 町は、まちづくり協議会が行うまちづくり活動に関し、助成

金の交付その他の必要な支援を行うものとする。  
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（申請等） 

第４条 法第２６０条の４９第２項の指定を受けようとする団体は、

規則で定めるところにより、申請書に規約等その他の規則で定める

書類を添付し、町長に提出しなければならない。  

２ 法第２６０条の４９第２項の指定を受けたまちづくり協議会は、

前項の申請書若しくは添付書類の記載事項に変更があったとき、又

は解散したときは、規則で定めるところにより、速やかに、町長に

その旨を届け出なければならない。  

（共同活動等の公表） 

第５条 町長は、まちづくり協議会が行うまちづくり活動の状況及び

当該まちづくり活動に対する第３条の支援の状況について公表する

ものとする。 

（指定取消し） 

第６条 法第２６０条の４９第１２項の条例で定める事由は、次の各

号のいずれかに該当するときとする。 

(1) 活動実態がないことが明らかであるとき。  

(2) 運営に関し不正な行為があったと認められるとき。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。 

２ 町長は、まちづくり協議会が前項各号のいずれかに該当すると認

めるときは、その指定を取り消すことができる。  

３ 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、規則で定め

るところにより、当該まちづくり協議会の代表者に通知するものと

する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し

必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


